
大和市ホテル等建築審議会 ※開催は不定期  

審査通知書（規則第５条）【第２号様式】 

※承認の可否を通知 

計画の公開 

（条例第６条第 1項） 

【第３号様式】 

※標識の設置 

工事着手 

工事完成 

使用開始 

適正に運営 

工事着手 

中止命令等（条例第８条） 

【第４号様式】 

 

公表（条例第９条） 

罰則（条例第１１条） 

告 発 

ホテル等建築計画届出書提出（条例第５条第１項）【第１号様式】 

立入調査 

（条例第１０条） 

指導・勧告 

（条例第７条） 

立入調査 

（条例第１０条） 

必要に応じて、以下の手続を進める 

○大和市開発事業の手続及び基準

に関する条例 

○都市計画法第 29条許可申請 

○建築制限解除承認申請 

○建築確認申請 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和市ホテル等の建築の適正化に関する条例 

事前相談～届出～承認フロー 

事前相談書提出 

※開発行為有・無、関係法令等基準の審査 

令和７年 12月 

大和市まちづくり計画課開発指導係 

連絡先：046-260-5430 

審 査 

諮 問 

答 申 

否承認 承認 

審 査（回答書の交付） 

※ホテル条例の届出が必要な場合は、その旨回答 

無届出で計画 

計画の変更 

※再提出・再審査 

 

計画の変更 

※再提出・再審査 

 

市長へ報告 

（第７条） 

120 

から 

150 

日 

程度 


